
（第１号） 
                  公募型プロポ－ザル方式に係る手続開始の公示 
   
  次のとおり技術提案書の提出を受け付けます。 
 
                  令和８年 2 月１９日（木） 
                      群馬県 契約担当者 群馬県知事 山本 一太 
 
１ 業務概要 
 （１）業務名  令和７年度 社会資本総合整備（防災・安全）（効果促進） 
         「住民主体の土砂災害警戒避難体制構築」推進業務 
 
 （２）業務内容 

  ①｢住民主体の土砂災害警戒避難体制構築」の推進に取り組む市町村へのコーディ 
ネーター派遣等支援（自主避難計画作成支援）の実施              

1 市町村 
住民主体の土砂災害警戒避難体制の構築を推進すべく、市町村が住民懇談会 

を開催して実施するモデル事業（災害図上訓練形式による防災マップ・避難計
画の作成及び作成した防災マップ・避難計画を活用した避難訓練等）を支援す
るとともに他地区への展開と主体的な運営に資する支援を行う。 

②市町村職員向け説明会の開催                 １回 
市町村との連携を強化するため、市町村職員向け説明会を開催し、市町村の主 

体的な取り組みに資する県支援事業の説明を行う。 
③要配慮者利用施設の避難訓練支援の実施            １施設 

要配慮者利用施設の避難体制の構築に向け、避難確保計画に基づく避難の実 
効性の向上に資する避難訓練支援を行う。 

④防災教育のための教材作成                  １式 
各学校教育現場における防災教育の推進のため、小学校低学年向け教材（素案）

を作成する 
 
（３）履行期限 令和８年１０月２８日（水） 
 
２ 公募方法 
   技術提案書提出者の選定を省略し、参加表明書及び技術提案書を同時に公募する。 
 
３ 参加資格 



  技術提案書の提出者は、次に掲げる条件を満たしていること。 
  （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該   

当しない者であること。 
 
 （２） 群馬県財務規則第１７０条第２項に規定する入札の参加制限を受けていない者で   

あること。 
 
 （３） 群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中のものでな   

いこと。 
 
  （４） 群馬県の建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿（河

川、砂防及び海岸・海洋部門の建設コンサルタント）に登録されていること。    
（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第    
２２５号）に基づき更生手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」とい      
う。）の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、資格の再認定    
を受けている者。） 

 
 （５） この技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 
 
（６） 県内に本社・本店または営業所を有すること。 

 
４ 手続等 
 （１）担当部局 
   〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 
   群馬県県土整備部砂防課砂防管理係、砂防情報係 
   電話 ０２７－２２６－３６３１（砂防管理係）、３６３３（砂防情報係） 
   ファクシミリ ０２７－２４３－１６８０ 
      電子メールアドレス sabouka@pref.gunma.lg.jp 
 
 （２）説明書の交付期間、場所及び方法 
          交付期間：令和８年 2 月１９日（木）から令和８年 3 月１１日（水）まで 

（土曜、日曜及び祝日を除く）毎日９時から１２時まで及び１３時か
ら１６時まで 

          交付場所：（１）に同じ。 
                    （説明書及び様式については、群馬県ホームページ及び群馬県入札

情報公開システムからダウンロードできます。） 



          交付方法：説明書は、無料配布とする。 
  
 （３）参加表明書及び技術提案書の提出期限、提出場所及び方法 
          提出期限：令和８年 3 月１１日（水）１６時 
          提出場所：（１）に同じ。 
          提出方法：持参又は郵送（書留郵便・期日必着に限る。） 
                    参加表明書は電子メールでも可とする。 
５ その他 
 （１） 契約保証金 納付すること。ただし、群馬県財務規則に定めるところにより、利   

付き国債の提供、金融機関の保証又は保証事業会社の保証をもって、契約保証金の   
納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証に付し、又は   
履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 

 
 （２） 契約書作成の要否  要 
 
 （３） 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方   

との随意契約により締結する予定の有無  無 
 
 （４） 詳細は説明書による。 


